
 

臓器移植法に基づく虐待を受けた児童への対応について（案） 

 

【検討体制】 

  臓器移植法に基づく虐待を受けた児童への対応については、法律的な観点から

は「臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班」、医学的

な観点からは「小児の脳死判定及び臓器提供等に関する調査研究班」において検

討を行った。 

 

【対応案】 

   

 

 

 

 

あり 

なし 

児童相談所等への 

通告の必要性 

医療機関への患者の入院 

医師等の気づき 

院内体制において虐待

の疑いについて判断 

臨床的脳死の判断や 

極めて重篤な状態 など 

臓器提供の意思がある場合には 

臓器提供に関して必要な手続きを実施 
臓器提供の対象から除外 

なし 

原
疾
患
の
確
実
な
診
断
及
び
適
切
な
医
療
の
提
供 

警
察
へ
の
連
絡
（
事
件
性
が
疑
わ
れ
る
場
合
や
犯
罪
捜
査
の
た
め
必
要
な
場
合
） 

虐待が児童の死亡に関与した疑いが 

否定された場合 

虐待を受けたとの疑いが 

否定された場合 

参考資料４ 


